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協会行事のお知らせ 

当県本部は、平成２８年１月２７日付けで三重県知事の指定を受け、宅地建物取引士証の更新交付申請

等に必要な「宅地建物取引士法定講習」を実施することとなりました。 

平成２８年度は、下記のとおり実施いたします。受講対象の会員様には、「法定講習のご案内」をお送

りいたしましたので、ぜひご利用ください。お申込をお待ちしております。 
 

１. 講習日程  平成２８年１０月５日（水） ９：３５～１６：４０ （受付 9：15～9：35） 
 
２. 講習会場  四日市市文化会館 第３ホール  
 
３. 対 象 者  ①取引士証の更新交付申請者 

（お持ちの取引士証の期間満了が平成 28年 10月 6日～平成 29年 4月 4日までの方） 

②新規交付申請者（期限切れの方を含む） 
 
４. お 申 込  次のいずれかで申込手続きを行ってください。 

①受講費用を振込後、必要書類を郵送 

②必要書類・受講費用を窓口まで持参 
 
５. 受講費用  16,500円 （内訳：受講料 12,000円、取引士証交付申請手数料 4,500円） 

 
 ６. 受付期限  平成２８年８月２６日（金） (但し、先着順に受付し定員 60名になり次第締切ります。) 

 
※受講者には昼食のお弁当を無料でご用意いたします。 
 

受講対象の方（上記３）であれば、会員の方に限らずどなたでも受講が可能です。 

尚、他協会より受講案内が重複して届くことがあります。どちらの講習でも受講いただけますが 

重複してお申込はできませんのでご注意ください。 
 

★詳細は、三重県本部の Webサイト（http://mie.zennichi.or.jp/guidance/）をご覧ください。  

 

◇ ５月１７日（火） 平成２８年度定時総会・第１回法定研修会（四日市都ホテル） 

◇ ７月２０日（水） 全日ステップアップトレーニング    （じばさん三重） 

◇ ８月 ９日（火） 平成28年度第2回法定研修会     （アストホール） 
   
   
 
   

土砂災害警戒区域の指定について 三重県県土整備部 
 

今般、名張市、熊野市及び紀宝町において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）に基づく土砂災害特別警戒区域等が下記のとおり指定されましたの

で、重要事項説明等においてご留意願います。 
  
     指 定 地 区： ①名張市国津地区、箕曲地区 

            ②熊野市五郷町、育生町など 

            ③紀宝町成川、神内など 

     指定年月日： 平成２８年３月２５日 

     告 示 番 号： ①三重県告示 第２１８号、２２１号 

            ②三重県告示 第２１９号、２２２号 

            ③三重県告示 第２２０号、２２３号 
                     
※県公報及び指定区域の詳細については次のリンク先をご参照ください。 

  ◇県公報  http://www.pref.mie.lg.jp/PDF2/KENKOHO/H28/T-H280325-2787.pdf 

   ◇三重県県土整備部流域管理課  http://www.pref.mie.lg.jp/HOZEN/HP/06770006284.htm  

宅地建物取引士法定講習を実施いたします！ 

 


